
行方市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は，租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。以下「法」という。)第 28

条の４第３項第７号イ及び第 63条第３項第７号イ並びに茨城県知事の権限に属する事務

の処理の特例に関する条例(平成 11年茨城県条例第 44号)第２条の表 27の規定に定める

法第 28 条の４第３項第５号イ，第 31 条の２第２項第 14 号ハ，第 62 条の３第４項第 14

号ハ及び第 63条第３項第５号イの規定に基づく認定事務に関し，必要な事項を定めるも

のとする。 

(認定申請手続) 

第２条 法第 28 条の４第３項第５号イ，第 31 条の２第２項第 14 号ハ，第 62 条の３第４

項第 14号ハ又は第 63条第３項第５号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)

を受けようとする者は，宅地の造成に着手する前に，優良宅地認定申請書(様式第１号)を

市長に提出しなければならない。 

２ 法第 28条の４第３項第７号イ又は第 63条第３項第７号イの規定による認定(以下「造

成後認定」という。)を受けようとする者は，宅地の造成が完了した後に，優良宅地認定

申請書を市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の申請書には，次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 設計説明書(様式第２号) 

(2) 造成区域位置図 

(3) 造成区域区域図 

(4) 造成区域内の公図の写し及び土地の登記事項証明書 

(5) 土地利用現況図 

(6) 土地利用図 

(7) 造成平面図 

(8) 造成断面図 

(9) 給水図 

(10) 排水図 

(11) 消防水利図 

(12) 崖の断面図 

(13) 擁壁の断面図及び構造図 

(14) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める図書 

４ 前項第２号から第 13号までに掲げる図書は，別表に定めるところにより作成したもの

でなければならない。 

(優良宅地造成の認定) 

第３条 市長は，造成前認定又は造成後認定(以下この条及び次条において「認定」という。)

の申請があった場合において，当該申請に係る宅地の造成が，昭和 54年建設省告示第 767

号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しているときは，認定を行い，認定

基準に適合していないとき，又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるとき

は，認定を行わないものとする。 



(認定書等) 

第４条 市長は，認定を行ったときは，優良宅地認定書(様式第３号)を当該申請者に交付す

るものとし，認定を行わなかったときは，認定できない旨の通知書(様式第４号)により当

該申請者に通知するものとする。 

(造成計画の変更) 

第５条 造成前認定を受けた者(以下「造成前認定者」という。)は，当該造成前認定を受け

た造成計画を変更しようとするときは，新たに優良宅地認定申請書を市長に提出し，認定

を受けなければならない。ただし，次に掲げる変更をしようとする場合は，この限りでな

い。 

(1) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更 

(2) 街区の境界又は道路，広場，排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更 

２ 造成前認定者は，前項各号に掲げる変更を行ったときは，速やかに，市長に設計変更等

届出書(様式第５号)を提出しなければならない。 

(証明書等の交付) 

第６条 造成前認定者は，造成区域の全部について宅地の造成が完了した場合において，そ

の宅地の造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは，

優良宅地証明申請書(様式第６号)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，宅地の造成が造成前認定の内容に適合して行われたものと認めるときは，優良

宅地証明書(様式第７号)を交付するものとし，造成前認定の内容に適合していないと認

めるときは，証明できない旨の通知書(様式第８号)により当該申請をした造成前認定者

に通知するものとする。 

(造成工事の廃止) 

第７条 造成前認定者は，当該造成前認定を受けた宅地の造成を廃止したときは，遅滞なく，

市長に工事廃止等届出書(様式第９号)を提出しなければならない。 

(地位の承継) 

第８条 造成前認定者の相続人その他の一般承継人又は造成前認定者から当該造成区域内

の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した特定承継人(法第 31 条の２第

２項第 14号ハ又は第 62条の３第４項第 14号ハの規定による認定にあっては，それぞれ

当該各号に規定する相続人若しくは包括受遺者又は合併法人若しくは分割承継法人に限

る。)は，第６条第１項の規定による証明の申請をするまでの間に限り，市長に地位承継

届出書(様式第 10号)を提出してその地位を承継することができる。 

(土地区画整理事業による特例) 

第９条 土地区画整理法(昭和 29年法律第 119号)の規定による土地区画整理事業が完了し

た後，換地処分により取得した宅地について，造成前認定(法第 28条の４第３項第５号イ

又は第 63条第３項第５号イの規定によるものに限る。第４項において同じ。)を受けよう

とする者は，土地区画整理法第 103条第４項の規定による換地処分公告後，優良宅地認定

申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書に添付する図書は，第２条第３項の規定にかかわらず，市長が必要と認め

る図書とする。 

３ 市長は，第１項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは，優良宅



地認定書を交付するものとする。 

４ 仮換地の指定の段階である土地であっても，既に造成が完了し，そのまま換地処分に至

ることが確実と認められるものについては，前３項の手続に準じて造成前認定を行うこ

とができる。 

(申請書等の提出部数) 

第 10条 第２条及び前条に規定する優良宅地認定申請書及び添付図書の提出部数は，正本

１部及び副本１部とする。 

(認定申請手数料) 

第 11条 市長は，行方市手数料徴収条例(平成 17年行方市条例第 60号)に定めるところに

より，手数料を徴収する。 

 

附 則 

 (施行期日) 

１ この規則は，令和５年４月１日から施行する。 

 (行方市優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則の廃止) 

２ 行方市優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則(平成 17 年行方市規則第 140 号)は，

廃止する。 

 

別表(第２条関係) 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺等 

造成区域位置図 １ 造成区域位置 

２ 造成区域外の道路の機能及び排水放流

先の状況等の判断ができるような都市の

中心部を含む範囲 

1／50,000以上 

原則として都市計

画図を使用したもの 

造成区域図 １ 造成区域 

２ 造成区域外の接続道路の名称及び幅員 

３ 造成区域外の排水路及び排水先の名称

並びに排水区域 

1／1,000以上 

土地の公図の写し １ 造成区域及びその周辺の地域 

２ 造成区域の境界，公道及び水路 

1／600以上 

土地利用現況図 １ 地形(２メートルの標高差を示す等高線

によるもの) 

２ 造成区域の周辺の地域の道路，河川，水

路その他の公共施設及び公益施設 

３ 工作物等 

1／2,500以上 

土地利用図 １ 造成区域の境界 

２ 新旧公共施設の位置及び形状 

３ 予定建築物の用途及びその敷地の形状 

４ 公益的施設の位置及び形状 

1／300以上 



造成平面図 １ 造成区域の境界 

２ 切土又は盛土をする土地の別及び高さ 

３ 崖又は擁壁の位置 

４ 道路の位置，形状，幅員及び勾配 

1／300以上 

造成断面図 １ 切土又は盛土をする前後の地盤 

２ 道路の縦断，横断及び構造 

1／1,000以上 

給水図 給水施設の位置，形状，寸法及び計算書 1／300以上 

排水図 排水計画算定上の基礎資料及び流量計算

表に基づく排水区域界並びに排水施設の配

置(位置，種類，排水処理機構，規模，材料，

形状，内のり寸法，勾配，水の流れの方向，

吐口の位置，放流先の名称及び放流先の区域

外排水施設との接続状況) 

1／300以上 

消防水利図 貯水槽の位置，形状及び消火栓の位置 1／300以上 

崖の断面図 造成区域及びその周辺の地域における擁

壁で覆われない崖の高さ，勾配，土質，切土

又は盛土をする前の地盤面及び保護の方法 

1／50以上 

擁壁の断面図及び

構造図 

擁壁の形状，寸法，透水層の位置及び高さ，

水抜き穴の位置，材料及び寸法，土質並びに

基礎杭の位置，材料及び寸法 

1／20以上 

 

  



様式第１号(第２条，第５条，第９条関係) 

優 良 宅 地 認 定 申 請 書 

年  月  日   

 

 行方市長 様 

 

申請者 住所             

氏名             

                           電話 

 租税特別措置法 

第 28条の４第３項第５号イ又は第７号イ 

第 31条の２第２項第 14号ハ 

第 62条の３第４項第 14号ハ 

第 63条第３項第５号イ又は第７号イ 

の規定による優良な宅地 

の供給に寄与する造成であることについて認定を受けたいので，行方市租税特別措置法に

基づく優良宅地認定事務施行規則第２条の規定により申請します。 

造
成
宅
地
の
概
要 

１ 宅地造成区域及び工区に含まれる地

域の名称 

  

２ 宅地造成区域及び工区の敷地の区画

数並びに予定建築物の用途 

区画数 予定建築物の用途 

３ 宅地造成区域及び工区の面積 
宅地造成区域 

m2 

工区 

m2 

４ 工事の着手予定年月日 年  月  日 

５ 工事の完了予定年月日 年  月  日 

６ その他必要な事項 
  

※ 認 定 番 号       年  月  日  第    号 

  ※ 受付印 

注１ ※印のある欄は，記入しないこと。 

 ２ 申請に当たっては，申請文中認定の根拠となる条項以外の条項は抹消すること。 

 ３ 租税特別措置法第 28 条の４第３項第７号イ又は第 63 条第３項第７号イの根拠に基

づき，1,000 平方メートル未満の宅地について申請する場合にあっては，「工事の着手

予定年月日」及び「工事の完了予定年月日」欄は記載しないこと。 

  



様式第２号(第２条関係) 

設 計 説 明 書 

造成区域及び工区に

含まれる地域の名称 

  

設 計 の

方 針 

工区計画 工 区 名 

  

工 区 面 積 m2 

設 計 の

基本方針 

  

造成事業

の 現 況 

用途地域 

□第一種低層住居専用地域 □第二種低層住居専用地域 □第一種中高層住居専用地域 

□第二種中高層住居専用地域 □第一種住居地域 □第二種住居地域 □準住居地域 □

近隣商業地域 □商業地域 □準工業地域 □工業地域 □工業専用地域 □未指定地域 

□風致地区内 □土地区画整理地区内 □都市計画事業地区内 □その他(     ) 

地 目 宅地 農地 山林 公共施設 その他 合計 

面積 m2       
      

比率 ％       
      

土地利用

計 画 

地 目 宅地用地 
公共施設

用 地 

公益施設

用 地 

その他の

公共用地 
その他 合計 

面積 m2       
      

比率 ％       
      

公 共

施 設

整 備

計 画 

造成区域

内 の

公共用地 

区 分 面積 m2 比率 ％ 

道 路     

公 園，緑 地 及 び 広 場     

公 益 施 設     

そ の 他 の 公 益 施 設     

計     

造成区域

外 の

公共施設 

区 分 路線又は河川名 幅員 

接 続 道 路     

排 水 経 路     

区 画 数 区画 

給 水

施 設 
□公営水道  □専用水道  □簡易水道  □井戸 

消 防

施 設 
貯水槽 40m3 基 消 火 栓 個 

造成区域からの発生交通量 台／日 既 設 道 路 の 交 通 量 台／日 

注 □のある欄は，レ印を該当する□内に記入すること。 

  



様式第３号(第４条，第９条関係) 

 

優 良 宅 地 認 定 書 

 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

行方市長          印  

 

      年  月  日付で申請のあった下記の宅地の造成は，租税特別措置法 

第 28条の４第３項第５号イ又は第７号イ 

第 31条の２第２項第 14号ハ 

第 62条の３第４項第 14号ハ 

第 63条第３項第５号イ又は第７号イ 

の規定による優良な宅地の供給に寄与する 

宅地の造成であることを認定する。 

 

記 

１ 認 定 番 号     年  月  日  第     号 

２ 宅 地 造 成 区 域 及 び 工 区 に

含 ま れ る 地 域 の 名 称 

  

３ 宅 地 造 成 区 域 を 含 む

都 市 計 画 区 域 の 名 称 

  

４ 宅地造成区域及び工区の敷地の

区画数並びに予定建築物の用途 

区画数 予定建築物の用途 

５ 宅地造成区域及び工区の面積 
宅地造成区域 

m2 

工 区 

m2 

６ 認定を受けた者の住所及び氏名 
  

 

  



様式第４号(第４条関係) 

 

認定できない旨の通知書 

 

 

第     号   

年  月  日   

 

 

        様 

 

行方市長          印  

 

 

      年  月  日付で申請のあった優良宅地の認定については，次の理由によ

り，認定基準(昭和 54年建設省告示第 767号)に適合していないので，行方市租税特別措置

法に基づく優良宅地認定事務施行規則第４条の規定により通知します。 

 

(適合していない理由) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ この処分に不服があるときは，この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に，茨城県知事に対して審査請求することができます。 

 ２ この処分の取消しの訴えは，この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に，行方市を被告として(訴訟において行方市を代表する者は，行方市長とな

ります。)，提起することができます。ただし，この処分のあったことを知った日の翌

日から起算して３月以内に審査請求をした場合には，当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６月以内に処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

 

  



様式第５号(第５条関係) 

 

 

設 計 変 更 等 届 出 書 

 

 

年  月  日   

 

 

 行方市長 様 

 

 

届出者 住所             

氏名             

 

 

 行方市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第５条第２項の規定により次

のとおり届け出ます。 

 

１ 認 定 番 号     年  月  日 第     号 

２ 造 成 区 域 及 び 工 区 に

含 ま れ る 地 域 の 名 称 

  

３ 変 更 の 理 由 

  

４ 変 更 の 内 容 

  

※ 受 付 番 号     年  月  日 第     号 

※ 処 理 年 月 日     年  月  日 

注１ ※印のある欄は記載しないこと。 

 ２ 設計変更の内容を明らかにした図書を添付すること。 

 

  



様式第６号(第６条関係) 

 

 

優 良 宅 地 証 明 申 請 書 

 

 

年  月  日   

 

 

 行方市長 様 

 

 

申請者 住所             

氏名             

 

 

     年  月  日付認定番号第    号で認定を受けた宅地の造成について，

当該認定の内容に適合していることについて証明を受けたいので，行方市租税特別措置法

に基づく優良宅地認定事務施行規則第６条第１項の規定により申請します。 

 

  



様式第７号(第６条関係) 

 

優 良 宅 地 証 明 書 

 

 

第     号   

年  月  日   

 

 

行方市長          印  

 

 

      年  月  日付で証明の申請のあった宅地の造成は，  年  月  日

付認定番号第     号で認定をした内容に適合していることを証明する。 

 

１ 証 明 番 号     年  月  日  第     号 

２ 造 成 区 域 又 は 工 区 に

含 ま れ る 地 域 の 名 称 

  

３ 造 成 区 域 の 面 積 m2 

４ 証明を受けた者の住所及び氏名 
  

 

  



様式第８号(第６条関係) 

 

証明できない旨の通知書 

 

 

第     号   

年  月  日   

 

 

        様 

 

行方市長          印  

 

 

      年  月  日付で証明の申請のあった宅地の造成は，  年  月  日

付認定番号第    号で認定をした内容に適合していないので，行方市租税特別措置法

に基づく優良宅地認定事務施行規則第６条第２項の規定により通知します。 

 

(適合していない理由) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ この処分に不服があるときは，この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に，茨城県知事に対して審査請求することができます。 

 ２ この処分の取消しの訴えは，この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に，行方市を被告として(訴訟において行方市を代表する者は，行方市長とな

ります。)，提起することができます。ただし，この処分のあったことを知った日の翌

日から起算して３月以内に審査請求をした場合には，当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６月以内に処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

 

  



様式第９号(第７条関係) 

 

工 事 廃 止 等 届 出 書 

 

 

年  月  日   

 

 行方市長 様 

 

届出者 住所             

氏名             

 

      年  月  日付認定番号第   号で認定を受けた宅地の造成を廃止する

ので，行方市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第７条の規定により次の

とおり届け出ます。 

 

１ 宅地の造成に関する工事等 を

廃 止 し た 年 月 日 
年  月  日 

２ 廃 止 等 の 理 由 
  

３ 造 成 区 域 及 び 工 区 に

含 ま れ る 地 域 の 名 称 
  

４ 宅地の造成に関する工事廃止等

に 係 る 地 域 の 面 積 
m2 

 

  



様式第 10号(第８条関係) 

 

地 位 継 承 届 出 書 

 

 

年  月  日   

 

 行方市長 様 

 

届出者（継承人）住所             

氏名             

 

      年  月  日付認定番号第   号で認定を受けた宅地の造成について，

地位を継承したので，行方市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第８条の

規定により次のとおり届け出ます。 

 

１ 継 承 年 月 日 年  月  日 

２ 被 継 承 人 の 住 所 及 び 氏 名 
  

３ 継 承 の 原 因   

 

 


